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●はじめに    

高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯といった世帯の少人数化

の進行によって、「老老介護」や「認認介護」、「孤立死」といった社会問題が本市においても無縁とはいえない状

況となっています。 

さらには、高齢者、障害のある人、子ども等の各分野では、いわゆるニート、ひきこもりの増加と高齢化が相ま

って顕在化している８０５０問題、格差社会を背景に顕在化している生活困窮者問題や子どもの貧困問題、ヤン

グケアラー、育児と介護が同時期に発生するダブルケアを抱える世帯の増加など、世代等を超えた複雑多岐な

地域生活課題、制度の狭間にある地域福祉的な課題に対応していくことが求められています。 

こうした様々な社会環境等の変化に伴う新たな課題に対応するため、このたび「第５次安城市地域福祉計画」

を策定しました。 

本計画では、「誰一人取り残さない“包括的な支援体制”」を整備するため、「重層的支援体制整備事業」を新

たな事業として盛り込み、これまで本市で一貫して進めてきた「高齢者や障害のある人、子どもだけでなくすべ

ての人や事業者等が、お互いに支え合い自分らしく暮らせる地域福祉」をより一層推進することにより、「地域共

生社会」の実現を目指してまいります。 

 

●計画の位置づけ    

本計画は、本市の最上位計画で

ある「安城市総合計画」を地域福祉

の視点から実現するための理念や

方策を定め、住民と行政、市社協、

ボランティア、福祉事業者、福祉関

係団体、ＮＰＯ、民間企業などが相

互に協力し地域福祉を推進するた

めの計画です。 

各分野の福祉等関連施策のうち、

特に地域的な対応が必要な取組と

支援策等の方向性を示し、それぞれ

の分野の施策等を横断的につない

でいく総合的な計画として位置づ

けています。 

地域福祉の推進には、住民や地

区社協等の活動を支援する市社協

の活動が必要であることから、それ

らの施策、事業も含めて記載してい

ます。 

また、本計画から、「成年後見制

度利用促進計画」、「再犯防止推進

計画」を包含して策定しています。 

 

●計画の期間 

本計画の期間は、令和６（２０２４）

年度から令和１０（２０２８）年度ま

での５年間とします。 
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重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 

○地域における高齢者、障害のある人、子ども及びその他の福祉に関し、共

通して取り組むべき事項 
 
○地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

○地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

○地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

○地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関

する事項 

 

地域福祉とは、すべての人が高齢や障害、その他様々な事情から福祉サービス

や支援を必要とするようになっても、地域の一員として、家族、友人、知人との関

係を保ち、地域で日常生活を営み、文化や趣味、スポーツなどの社会的な活動に参

加することができる地域社会づくりのことです。 

また、地域福祉活動とは、住民と行政、市社協、ボランティア、福祉事業者、福祉

関係団体、ＮＰＯ、民間企業などの多様な主体が協働して、必要なサービスや支援

を総合的に提供することや住民の福祉活動の組織化を通じて、誰もが安心して自

分らしく暮らせる地域づくりを実現するための活動を指します。 

地域福祉とは 

第５次安城市地域福祉計画について 



2 

●重層的な福祉圏域とは 

本計画では、４つの段階的な圏域を福祉圏域として捉えています。これらの４つの圏域がそれぞれ、圏域とし

ての役割と機能を発揮しながら多様な地域福祉活動を展開するとともに、相互の機能連携を図ることによって、

４つの圏域における地域福祉活動を重層的に機能させ、地域福祉を推進します。 

●単位福祉圏域 ： 身近な困りごとを抱えている人を早期に発見しやすく、必要な支援等を迅速に行うこ

とが可能となる「隣近所、町内会の班・組の区域」です。 

●第１次福祉圏域： 単位福祉圏域では実施することが難しい組織的な対応や圏域内で共通する課題を把

握する役割を担う「町内会の区域」です。町内福祉委員会がこの圏域における地域福

祉活動の中心的組織となります。 

●第２次福祉圏域： 複数の町内で構成される「地区社協（概ね中学校区）の区域」です。第１次福祉圏域で

の活動を支援するとともに、地域福祉に関する市及び市社協の施策を展開する圏域

としての役割を担います。 

●第３次福祉圏域： 第２次福祉圏域の活動の支援と市全体での活動を行う「市域」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自助･共助･公助とは  

様々な生活課題や地域課題、困りごとを解決する地域福祉を実現していくためには、「自助」「共助」「公助」の

観点から、市民一人ひとりや市民団体等の組織がそれぞれの力を発揮するとともに、連携を図っていくことが

重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本人・家族 

第１次福祉圏域 

[町内会の区域] 

単位福祉圏域 
隣近所、町内会の 

班・組の区域 

第３次福祉圏域 

[市域] 

第２次福祉圏域 

自分でできない事は周

りに助けを求める 公的なサービスを

提供する 
・専門的なことを相談する 

・公的サービス利用を申請する 

困りごとの解決を支援する 

共助の推進を支援する 

自助・共助だけでは解決で

きない課題について、行政

や専門機関につなげる 

“地域でできることは 

地域での相互の支え合いで” 

見守り活動やサロン活動、地域防

災活動、お困りごとの生活支援、

交流など 

共共助助 
“個人・家族や地域でできないこ

とを公的制度・サービスで” 

介護保険、医療、障害福祉サービ

ス、保育園・認定こども園、生活

困窮者の自立支援、生活保護など 

公公助助 

“自分や家族で 

できることは自分で” 

病気･介護予防、家族介護、育児、

経済的な自立、困ったときに助け

を求める（助けられ上手）など 

自自助助 

重層的な福祉圏域と自助･共助･公助 
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●基本理念 

本市では、第１次計画以来、基本理念に「大きく広がれ福祉の輪 みんなで支える地域の輪」を掲げてきました。 

本市が目指すべき福祉のまちづくりの方向性として普遍的なあり方を表現しており、本計画においても引き

続き継承します。 

 

 

 

 
 

 

この基本理念には、住民一人ひとりが、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていける地域社会づくり

を推進する思いが込められています。 

誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすには、まず自分でできること（自助）を考え、行動すること

が重要です。しかし、人はひとりで生きているのではなく、誰もが支え合いのなかで暮らしています。私たちの生

活は、多くの人や事業者などが関わることで成り立っています。そのため、地域福祉の推進には市や市社協だけ

でなく、住民やボランティア、福祉事業者、福祉関係団体、ＮＰＯ、民間企業など、すべての人々が地域福祉の担

い手となり協働することが必要です。 

また、介護保険など福祉サービスが充実した現在においても、公助のみですべての課題を解決することは

不可能です。住民やボランティア、福祉事業者、福祉関係団体、ＮＰＯ、民間企業などと市、市社協などがみ

んなで力を合わせ、公助だけでなく、様々な主体による福祉活動の連携が必要です。 

それに加えて、自らが本来持っている力を引き出していくという、エンパワーメントの視点を持ち、自助の

力を引き出すことで、さらに大きな福祉の輪、地域の輪を創り出すことができます。 

●推進テーマ 

本計画では、第４次計画に掲げた推進テーマ「“つながる”“つなげる” お互いさまで支え合う地域づくり」を継

承しつつ、これまでの計画の成果を基にさらなる充実・発展を目指します。 

 

 

 

（１）住民が“我が事”として主体的に取り組む支え合いの地域づくり 

住民が“我が事”として主体的に行動する支え合いの地域づくりを継承し、発展させていく必要があ 

ります。 

（２）専門機関と地域の連携・協働の強化（多機関協働の体制づくりと誰一人取り残さない“断らない相談” 

支援体制づくり） 

専門機関をはじめとする多様な機関との連携・協働の関係性を築きながら、複雑かつ複合的な地域 

生活課題を抱えている人・世帯を包括的に受け止める、誰一人取り残さない“断らない相談”支援体制 

を整備していくことが必要です。 

（３）制度の狭間にある人たちへの支援（包括的な相談支援体制の構築と地域との連携） 

様々な課題を抱える人たちを早期に発見し、また、こうした地域生活課題を抱えている人・世帯を包 

括的に受け止める体制や専門機関に的確につなげていく仕組みを構築し、寄り添いながら支援（＝伴 

走支援）していく必要があります。 

基本理念に込めたおもい 

計画の基本理念と推進テーマ 

推進テーマの実現のためには、次の３点を踏まえる必要があります。 
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●推進テーマを実現するための行動指針 

前ページで示した（１）～（３）の実現に向けて、重層的支援体制整備事業を実施し、今後５か年で重視していく

べき行動指針は、以下の事項です。 
 

市・市社協の行動指針 
 

行動指針

１ 
誰一人取り残さない“断らない相談”支援体制を実施します。 

 
行動指針

２ 

「個人支援」の視点に「世帯（家族）支援」の視点を加えて、属性や世代を問わない相談

支援を実施します。 
 

行動指針

３ 

地域包括支援センターをはじめとした多機関との連携・協働により、官民が一体となっ

た支援体制を構築します。 
 

行動指針

４ 

地域に出て、受け止め、一緒に考え、寄り添っていく支援活動（アウトリーチと伴走支

援）を実施します。 
 

行動指針

５ 

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）が地域支援と個別支援を実施し、地域福祉活

動の拡充に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

断断ららなないい相相談談  包包括括的的相相談談支支援援事事業業  1 住民の身近な相談先において属性や世代を問わず相

談に応じ、専門分野外の相談内容であっても適切に聞

き取り、対応できる支援機関につなぐ 

安安城城市市ににおおけけるる重重層層的的支支援援体体制制整整備備事事業業ののイイメメーージジ図図  

多多機機関関協協働働事事業業  2 ・ 地域包括支援センターなどの

官民関係機関とも連携 

・ 多機関の適切な連携による個

別支援や支援会議の実施 

・ 必要な支援機関を招集し、支援

の方針や役割分担を決定 

・ 支援状況の定期的な進捗確認

及び終結判断 

重層的支援会議 

個別課題を積み

上げ必要な公的

サービスなどの

検討 

相相談談  

障障害害福福祉祉課課  

子子どどもも発発達達  
支支援援課課  

学学校校教教育育課課  

健健康康推推進進課課  青青少少年年のの家家  

社社会会福福祉祉  
協協議議会会  

高高齢齢福福祉祉課課  

社社会会福福祉祉課課  

 
 
 
同意のない対象者に

対し、支援が行き届く

ように支援会議を経

て情報収集や自宅訪

問等を実施し、支援同

意を得る 

継継続続的的支支援援事事業業  

3 

参参加加支支援援事事業業  

既存の社会資源 
・ 地域資源につなぎ、社会

参加を促進（まずは有る

ものを活用） 

・ 既存の支援がない場合、

新たなメニューを創出す

る 

4 

地域サロン 子どもの居場所 
づくり 

就労支援 

地地域域づづくくりり  
事事業業  

・ 属性や世代を超えた住民同士の多様

な場の整備及びコーディネート 

・ ＣＳＷが中心となり、各事業実施者と

意見交換し、参加者交流等を図る 

５ 

生活困窮者支援などのための地域づくり事業 

地域活動支援センター事業 

生活支援体制整備事業 地域介護予防活動支援事業 

地域子育て支援拠点事業 

等 

 

社会福祉法の平成２９（２０１７）年改正で、市町村は、「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備する

よう努めるものとする」と規定され、市町村による包括的支援体制の整備が努力義務となりました。この包括的支援体制整備の一

手法として新たに創設された事業のことです。 

重層的支援体制整備事業とは 
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●施策の体系 

基本理念、推進テーマを実現するために、次の３つの基本目標を掲げ、各種施策・事業を推進します。 

 

 

 

 
              

地域丸ごと支え合いの仕組みを創ろう 

－自助・共助による住民主体のまちづくり－ 

誰もが住み慣れた地域や家庭で、いつまでも安心して暮らし続けることができる地

域社会を実現するため、住民主体の小地域福祉活動の充実・発展を支援します。 

また、住民と市社協、ボランティア、福祉事業者、福祉関係団体、ＮＰＯ、民間企業な

どと市における連携・協働の推進などを図ることによって、地域丸ごと支え合いの仕

組みの構築を目指します。  

 

 

 

 
              

地域福祉の取組を支援する施策を充実させよう 

－地域福祉活動を支える人と活動の拠点づくり－ 

地域福祉活動を推進するため、地域福祉に対する理解の浸透や地域福祉活動を担

う人材の育成、子どもから高齢者まですべての住民が関心を持ってボランティア活動

や地域福祉活動に参加する地域社会づくり、活動拠点となる施設整備の支援などを推

進することにより、地域福祉施策の充実を目指します。  

 

 

 

 
     

暮らしを支える包括的で多様なサービスを充実させよう 

－わかりやすい情報の提供と地域に根ざした支援体制づくり－ 

個々の生活や身体等の状況に応じたサービスが利用できるよう、わかりやすい情報

の提供ときめ細かな相談体制の充実を図ります。とりわけ、複雑かつ複合化した地域

生活課題に的確かつ迅速に対応するため、重層的支援体制整備事業に取り組み、「誰

一人取り残さない“包括的な支援体制”」の整備を進めます。 

また、移動制約者の移動や外出支援の充実、社会参加の促進などを図ることによっ

て、暮らしを支える多様なサービスの充実を目指します。  

 

 

 

 

  

１－１ 地域福祉の啓発と住民主体の地域福祉活動の推進 

１－２ 地域における連携と協働の推進 

１－３ 地域ぐるみの防災・防犯・交通安全・消費者トラブル対策の推進 

１－４ 生きがいと社会参加の創出 

基本施策 

大きく広がれ福祉の輪 みんなで支える地域の輪 

“つながる”“つなげる” お互いさまで支え合う地域づくり 

基本目標１ 

推進テーマ 

基 本 理 念 

２－１ 福祉のこころの醸成 

２－２ 地域福祉活動の担い手の養成と活動支援 

２－３ セルフヘルプ、当事者力の向上支援 

２－４ 地域福祉活動を支える拠点機能の整備 

基本施策 

基本目標２ 

３－１ 福祉サービスに関する適切な情報提供 

３－２ きめ細かな相談支援体制の確立 

３－３ 公的な福祉サービスの充実 

３－４ セーフティネットの整備 

３－５ 保健、医療、福祉と地域との連携の強化 

３－６ 高齢者や障害のある人等の自立を支える都市環境等の整備や移動手段の充実 

基本施策 

基本目標３ 
  

施策の体系と重点項目 
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●重点項目 

本計画では、次の４項目を重点項目として、総合的かつ効果的に施策・事業を推進します。 
 
 

 

（１）包括的な支援体制を構築します 

（２）講演会や講座等を通じた人材育成とボランティア等の活動を支援します 

（３）多様な団体等の連携・協働を促進します 

主な事業 ●多機関が連携したケース検討会議の開催等によ

る社会資源のネットワーク化 

●福祉事業者と関係団体等との交流促進 

●重層的支援体制整備事業の実施【新規】 

●町内福祉委員会での相談支援活動の支援 

●分野横断的な福祉サービスの展開 

●高齢者に対する総合的な支援体制の確立 

●生活支援ネットワーク会議の開催による社会資源の

創出及びネットワーク化 

●地域福祉活動助成事業 

●市社協の相談等支援体制の整備・充実 

●地域包括ケア体制の推進 

●共生型サービスの普及・促進 

 

 
 
 

（１）身近な地域における見守りと支え合いを促進します 

（２）民生委員活動を支援するための体制づくりを進めます 

（３）課題解決に向けて地域と専門機関との連携を強化します 

（４）避難行動要支援者の支援体制を充実・強化します 

主な事業 ●地域見守り活動推進事業 

●民生委員による安否確認・見守りの推進 

●地域における住民組織間の連携体制づくり 

●自主防災訓練の実施支援 

（自主防災組織支援事業） 

●避難行動要支援者支援制度の効果的運用 

●子どもを守るための家庭、学校、地域等の連携

の推進 

●福祉マップ作成・更新の支援 

●地域でのサロン等の開催支援 

●多機関が連携したケース検討会議の開催等による

社会資源のネットワーク化 

●避難行動要支援者支援制度の啓発 

●地域包括ケア体制の推進 

●高齢者孤立防止事業の推進 

●自殺対策に向けた取組の強化 

 

 

（１）町内福祉委員会の活動を支援します 

（２）地区社協の活動を支援します 

主な事業 ●町内福祉委員会全体研修会等の開催 

●町内福祉委員会の組織体制の充実支援 

●地区社協活動の充実 

●地域福祉活動助成事業 

●地区社協地域福祉活動勉強会の開催 

●町内福祉活動計画の実行と進行管理の支援 

●住民組織と福祉団体・福祉事業者とのマッチング 

●町内福祉委員会での相談支援活動の支援 

 

 

（１）あんくるバスなどを活用した移動支援の拡充に努めます 

（２）多様な主体による移動支援サービスの仕組みづくりを支援します 

主な事業 ●車いす貸出し事業 

●高齢者外出支援サービス事業 

●あんくるバス・あんくるタクシーを活用した

移動支援の充実 

●車いす移送車貸出し事業 

●障害者福祉タクシー料金助成事業 

●多様な主体による移動支援制度創設の検討【新規】 

●移動制約者に対する既存サービスの利用促進【新規】 

  

包括的な支援体制の構築と社会資源の創出・ネットワーク化 重点項目１ 

地域における見守り活動の充実 重点項目２ 

町内福祉委員会及び地区社協の活動支援 重点項目３ 

移動制約者への支援【新規】 重点項目４ 
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●町内福祉委員会による小地域福祉活動の推進 

町内会を区域とする各町内福祉委員会では、地域の実情を踏まえながら作成した町内福祉活動計画に基づ

いて、サロンや昼食会などのふれあい交流活動、介護教室などの学習活動、福祉マップの作成、地域見守り活動

などの小地域活動に取り組んでいます。 

◆町内福祉活動計画の事例 

基本目標 取組内容 

１ 
ご近所同士が日頃から安全・安心に生活できる

環境づくり 

見守り活動の充実 

認知症の方への対応 

防犯活動の充実 

２ 町づくりを支える人のつながりづくり 
幅広く町民が参加できる行事を開催 

つながりを生む新たな仕掛け（ニーズ掘起し）を推進 

３ 支えあいのネットワークづくり 

福祉委員会と各種団体との連携協力 

ふれあい活動を通じた支え合い 

多世代交流の中で行う人材の確保と育成 

◆町内福祉委員会による活動例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地区社協による活動支援 

市内８地区の地区社協では、それぞれの地域の実情に応じて、以下のような取組を通じて各町内福祉委員会

の活動を支援します。 

◆地区社協の福祉活動推進計画の事例 

基本目標 取組内容 

１ 
誰もが安心して暮らせるまちづくりを推

進する活動に対する支援を行います。 

（１）各町内の状況に応じた活動の支援 

①協力者の提案や情報提供 

②活動の工夫や提案、用具の貸出 

③見守り活動の継続と充実 

（２）活動資金の助成 

２ 
誰もが安心して暮らせるまちづくりを推

進するための環境づくりを行います。 

（１）関係機関との連携強化による見守り支援 

（２）地域福祉活動に関する啓発 

①広報（地区社協広報紙の発行等） 

②勉強会や講演会の開催 

（３）地域福祉活動の担い手となる人材の育成と活躍の場の創出 

 

 

 

 

見守り訪問 ふれあいサロン ふれあいウオーキング 
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